
文化権・・・人は生まれながらにして、文化に
親しむ権利を有する

第二次世界大戦後に国際社会で議論が進められてきた新しい権利概念

絵画鑑賞
舞台鑑賞
創作活動

など様々な文
化活動がある

文化芸術そのものにたどり着
いていない方

文化芸術に親しんだうえで、関
心がない方に対するアプローチ

必ずしも行政の守備範
囲ではない

誰もが文化芸術を享受
する権利がある

  ↓
行政が行う意義がある文化芸術に興味はあるがたど

り着けていない方


	スライド 1: 文化権・・・人は生まれながらにして、文化に親しむ権利を有する 第二次世界大戦後に国際社会で議論が進められてきた新しい権利概念

